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室蘭市緑の基本計画改定業務委託仕様書 
 

１  適用範囲 

この仕様書は、室蘭市（以下「発注者」という。）が受注者に委託して行う「室蘭市緑の基

本計画改定業務委託」に適用するものとする。 

 

２  業務目的 

本市では、平成２９年度から室蘭市立地適正化計画の策定（平成３０年度中の策定を予定）

及び室蘭市都市計画マスタープランの見直し（平成３１年度中の策定を予定）（以下、両計画を

総称して「新たなまちづくり計画」という）を進めている。 

新たなまちづくり計画の策定背景としては、本市では、急速な人口減少と高齢者の増加及び

拡散した市街地などの課題を抱え、都市全体の観点から居住機能や都市機能の立地等を検討し、

将来を見据えたまちづくりを進めることとしている。 

新たなまちづくり計画には、拠点となる公園の再編なども視野に入れた拠点形成や居住誘導

を行っていくことも重要な施策に位置付けられていくため、市内の緑の保全と創出に関する施

策をより計画的に推進する必要がある。 

上記の背景を踏まえて、現計画である「室蘭市緑の基本計画」について、現状における本市

の都市構造や市民ニーズ等を反映した改定業務を行うものである。 

 

３  業務期間 

契約締結の日から平成３１年３月２０日まで 

 

４ 業務内容 

（１） 作業計画・準備 

事業実施にあたり、立地適正化策定の目的を明確にするとともに、業務実施方針やスケジ

ュール等を整理し、業務計画書として取りまとめる。 

（２） 現計画の評価 

現行の室蘭市緑の基本計画（平成１５年１１月策定）で定められた施策の実施状況、目標

の達成状況等について取りまとめ、検証・評価を行う。 

（３） 基礎調査 

室蘭市の地理的状況、自然条件、社会環境、都市構造等、緑の基本計画の改定に当たって

必要となる基礎的事項について調査し、取りまとめる。 

（４） 調査結果の解析・評価と課題の整理 

平成２９年８月に実施した「室蘭市都市計画マスタープランの見直し及び室蘭市立地適正

化計画の策定に向けた市民アンケート調査」の結果から、公園・緑地に係る内容を整理し、

市民の公園・緑地に対する要求事項等を本計画に反映する。 

（５） 緑の基本計画の改定案の検討 

上記（２）～（４）を踏まえて、現行の緑の基本計画について、下記項目を基本とした改

定案の検討を行う。なお、検討にあたっては、都市公園の適切な再編について留意をしたう

えで実施する。 

別紙 
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① 緑のまちづくりの体系 

② 緑のまちづくりの目標に対する方向性とその重点的取り組み 

・子育て支援、高齢社会等の課題に対応した公園の機能や配置の再編の考え方 
・策定中の立地適正化計画と連携した公園配置の再編や地域の特性に応じた公園機能

の充実や簡素化等の考え方 
③ 緑化重点地区 

④ 地区の概要と地区別整備方針 

（６） 改定協議会等の支援 

本計画策定にあたり開催する改定協議会（全３回程度を予定）、住民説明会（全２回程度

を予定）、緑化審議会（全２回程度を予定）の資料作成、出席、意見集約、議事要旨作成な

どを実施する。 

（７） 打合せ 

当該業務の打ち合わせは、第１回打合わせ、中間打合わせ１回、成果納品１回の計３回以

上とする。 

（８）報告書作成 

   本業務の成果をとりまとめた報告書を以下のとおり作成する。 

   ・業務報告書 Ａ４版カラー１０部 

   ・上記電子データ １式 

 

５ 業務計画書 

（１）受託者は、契約締結後１５日以内に業務計画書を作成の上、発注者に提出し、承認を得

ること。 

（２）業務計画書には、下記事項を記載すること。 

①業務概要 ②実施方針 ③工程表 ④業務実施体制 ⑤打合せ計画 ⑥成果品の内容 

⑦連絡体制（緊急時含む） ⑧その他必要事項 

（３）受託者は、業務計画書の重要な内容を変更する場合は、理由を明確にした上でその都度、

発注者に変更業務計画書を提出し、承認を得なければならない。  
 

６  業務実績情報システム（テクリス）への登録 

受託者は、契約時又は変更時において、業務実績情報システム（テクリス）に基づき、受注・

変更・完了・訂正時に、業務実績情報を「登録のための確認のお願い」により業務担当員の確

認（記名・押印）を受けた上、受注時は契約締結後１５日（休日等を除く）以内に、登録内容

の変更（「委託期間」「技術者（管理技術者等）」の変更）時は変更があった日から１５日（休日

等を除く）以内に、完了時は完了検査合格後１５日（休日等を除く）以内に、訂正時は適宜、

登録機関に登録申請をしなければならない。「登録のための確認のお願い」については、業務担

当員が記名・押印した原本を受託者が保管し、複製を委託者が保管するものとする。また、登

録が完了した際には、登録機関発行の「登録内容確認書」をダウンロードし、直ちに業務担当

員に提出しなければならない。なお、変更時と完了時の間が１５日間（休日等を除く）に満た

ない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。 
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６．特記事項 

（１）業務の遂行に当たっては、関係法令及び条例等を遵守するとともに、発注者と連絡調整

を密にすること。 
（２）貸与する資料は、発注者の請求が有ったとき、又は業務完了時のいずれかの時期までに

返却すること。 
（３）受託者は、室蘭市から提供を受けた資料及び業務上知り得た事項等を第３者に漏らして

はならない。 
（４）本業務の成果物に係る著作権については、発注者に帰属する。 
（５）本仕様書に定めのない事項については、その都度発注者と協議すること。 


